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鳥獣被害防止総合対策の概要

平 成 ２ ６ 年 １ 月

東北農政局生産部生産技術環境課

（１） 農作物被害額の推移（全国）

１ 野生鳥獣による農作物被害の概況

鳥獣被害の深刻化の要因

生息域の拡大

（少雪傾向も関係）

狩猟による捕獲圧の低下

（狩猟者の減少・高齢化）

耕作放棄地の増加、過疎化・高
齢化等に伴う人間活動の低下
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注：都道府県からの報告による。
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（２）東北地域の農作物被害概況

○平成２３年度の野生鳥獣による農作物被害金額は、１４．８億円で前年度に比べ約６千万円増加（対前年比 ４％増）

○鳥獣による被害金額上位は、カラス、ネズミ、シカの順。全国はシカ、イノシシ、カラスの順。

鳥類による被害金額は、６．０億円で、果樹が８２％（５．０億円）と最も多く、次いでイネ１０％、野菜７％の順。
獣類による被害金額は、８．７億円で、果樹が５０％（４．４億円）、次いで飼料作物１７％、野菜１６％の順。

○県別にみると、山形県（４６％）、青森県（１９％）、岩手県（１９％）、福島県（８％）、宮城県（４％）、秋田（４％）の順。

○平成２４年度の被害額は増加傾向。（取りまとめ中）

※平成２２年度以降、東日本大震災の影響により宮城県と福島県の
一部市町村は調査対象外としている。
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被害金額の推移（平成１６年～２３年度）
平成２３年度 東北地域

鳥獣別被害金額割合 20.8億円

（百万円）
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14.1億円14.8億円

資料：各県からの報告
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○ 鳥獣被害防止特措法の概要（平成20年2月21日施行）

２ 鳥獣被害防止特措法

市町村が希望する場合、都道府県から被
害防止のための鳥獣の捕獲許可の権限が
委譲される。

権
限
委
譲

特別交付税の拡充(交付率0.5→0.8)､補
助事業による支援など、必要な財政上の
措置が講じられる。

鳥獣被害対策実施隊を設置することがで
き(民間隊員は非常勤の公務員)、捕獲に
従事する実施隊員には狩猟税の軽減等の
措置が講じられる。

農林水産大臣が被害防止施策の基本指針を作成

基本指針に即して、市町村が被害防止計画を作成

被害防止計画に定める事項として、農林水産業被害だけでなく「住民の生命等に係る被害が生
じるおそれがある場合等の対処」に関する事項を新たに追加

被害防止計画を作成した市町村に対し、必要な支援措置を実施

財
政
支
援

人
材
確
保

対象鳥獣の捕獲等に要する費用の補助、捕獲鳥獣の
食肉処理施設の整備充実、流通の円滑化等を国等が
講ずる旨を明記。

市町村が必要に応じ都道府県に意見を述べることがで
きるとともに、国等が市町村に勧告等ができる規定を
新設。

一定の要件を満たす
① 鳥獣被害対策実施隊員
② 平成26年12月３日までに鳥獣被害対策実施隊員

となることが見込まれる捕獲従事者
について、当分の間、銃刀法の猟銃所持許可の更新
時等における技能講習を免除。

これまでの措置 一部改正(平成24年3月)により追加された措置

被害防止計画の作成

都道府県知事に協議

被害防止計画の公表

計画作成の流れ

許可権限移譲事項に
ついては、都道府県
知事の同意が必要

許可権限移譲事項
が記載されている
場合は公告

１ 被害の防止に関する基本的な方針

２ 被害防止計画の対象鳥獣

市町村の被害防止計画に記載する事項

３ 被害防止計画の期間

４ 対象鳥獣の捕獲等に関する事項

５ 防護柵の設置等捕獲以外の被害防止施策に関する事項

６ 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合等の
対処に関する事項

７ 被害防止施策の実施体制に関する事項

８ 捕獲した対象鳥獣の処理に関する事項

被害の現状や従来講じてきた被害防止施策、被害の軽減目標や今後の取組方針を記載します。

被害防止計画の対象とする鳥獣の種類を記載します。

被害防止計画の期間を記載します。（概ね３年を想定）

捕獲の担い手の確保に関する取組、鳥獣の捕獲予定頭数、捕獲許可権限の移譲を希望する

鳥獣の種類等を記載します。

防護柵の設置、追い払い活動、放任果樹の除去、緩衝帯の設置、被害防止に関する知識

の普及など、捕獲以外の被害防止施策に関する取組について記載します。

鳥獣被害対策実施隊の設置や、関係機関で構成する協議会の設置等について記載します。

捕獲現場等での埋設処理、一般廃棄物処理施設等での焼却、肉等としての利活用等、

捕獲した鳥獣の処理方法について記載します。

緊急的に対応が必要となる場合等の関係機関の連絡体制、役割分担等について記載します。

３ 被害防止計画
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※ 非常勤の実施隊員の報酬や補償措置は、各市町村が条例で定める。

○鳥獣被害対策実施隊の概要

○ 鳥獣被害防止特措法に基づき、市町村は、被害防止計画に基づく捕獲、防護柵の設置といった実践的活動を担
う、「鳥獣被害対策実施隊」を設置することができる。

○ 実施隊の設置に当たっては、①隊員の報酬や公務災害補償措置を条例で定めること、②市町村長が隊員を任命又
は指名すること の手続きが必要。

活動内容
（法第９条第１項）

対象鳥獣の捕獲、防護柵の設置その他の被
害防止計画に基づく被害防止施策の適切な
実施

実施隊員
（法第９条第３項）

・市町村長が市町村職員から指名する者
・被害防止施策に積極的に取り組むことが
見込まれる者から、市町村長が任命する者

うち、主として捕獲
に従事することが見
込まれる隊員
(対象鳥獣捕獲員)

捕獲を適正かつ効果的に行うことができる技
能を有する狩猟免許所持者
（鳥獣被害防止特措法基本指針(改正後)）

○実施隊を設置する市町村数の推移

○実施隊の設置に必要な手続き

隊員の報酬や補償措置を条例で定める

市町村長が隊員を任命又は指名する

（都道府県からの報告による）○被害防止計画作成・実施隊設置市町村

計画作成・実施隊設置市町村

計画作成市町村
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〈狩猟者16,500(散弾銃等)円→8,250円〉

実施隊員のうち、主として捕獲に従事することが見込まれる者（対象鳥獣捕獲員）は、狩猟税が通

常の２分の１に軽減される。

② 狩猟税の軽減

実施隊員のうち、民間の隊員については非常勤の公務員となり、被害対策上の災害に対する補償を

受けることができる。

③ 公務災害の適用

市町村が負担する実施隊の活動に係る経費については、その８割が特別交付税措置される。

④ 活動経費に対する特別交付税措置

実施隊員であれば、継続して10年以上猟銃の所持許可がなくても、銃刀法に規定する「事業に対す

る被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者」として、ライフル銃の所持許

可の対象になり得ます。

⑤ ライフル銃の所持許可の特例

一定の要件を満たす実施隊員については、銃刀法に基づく猟銃所持許可の更新等の申請に際して、

技能講習が免除される。（平成24年9月28日開始）

① 技能講習の免除

○鳥獣被害対策実施隊への優遇措置

◯東北地域の被害防止計画・鳥獣被害対策実施隊の設置状況（平成25年10月末現在）

被害防止計画作成市町村数と実施隊設置市町村数の推移

被害防止計画作成及び実施隊設置状況（25年10月末現在）

※鳥獣被害のある市町村数とは、「平成24年度野生鳥獣による農
作物被害状況報告」により、被害金額の報告があった市町村数。
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市町村数
鳥獣被害のある

市町村数※
被害防止計画
作成市町村数

実施隊設置
市町村数

青森県 40 33 16 12
岩手県 33 33 25 13
宮城県 35 28 28 7
秋田県 25 22 15 10
山形県 35 30 17 5
福島県 59 49 49 21
東北計 227 195 150 68

被害防止計画作成市町村

被害防止計画作成かつ

実施隊設置市町村

５ 鳥獣被害防止のための予算措置（平成２６年度予算概算決定）

○ 鳥獣被害防止特措法の主旨を受けて、地域の鳥獣被害対策の取組を総合的かつ効果的に推進するため、平成20年度に鳥獣害
防止のための事業を創設し、市町村が作成した被害防止計画に基づく地域ぐるみの総合的な取組等を支援。

○ 捕獲、侵入防止、環境整備を組み合わせた総合対策として行うことにより高い被害防止効果が得られることから、全国各地
で本事業が活用されており、地域からの要望は引き続き多い状況。また、平成24年度からは、対策の担い手となる鳥獣被害対
策実施隊を重点的に支援。

市町村を中心とした地域ぐるみの

取組を総合的に支援

【個体数調整】

鳥獣の捕獲

【生息環境管理】

鳥獣のエサ場や

隠れ場所の除去等

【被害防除】

侵入防止柵の設置
追い払い活動等

【担い手の確保】

実施隊の設置促進

【鳥獣の利活用】

捕獲鳥獣の食肉等

としての利活用 ○ 予算額の推移（当初予算ベース） （億円）

○鳥獣被害対策実施隊等による地域ぐるみの被害防止活動

○実施隊の体制強化に向けた農業者団体等が取り組む鳥獣被害総合防止活動

○都道府県が実施する広域捕獲活動、新技術実証活動、人材育成活動

○鳥獣被害防止活動の地域リーダーや捕獲鳥獣の食肉利用の専門家の研修等

【ソフト対策】

【ハード対策】

鳥獣被害防止の取組に対する支援（鳥獣被害防止総合対策交付金）

発信機を活用した生息調査、捕獲機材の導入、鳥獣の捕獲・追い払い、
放任果樹の除去、緩衝帯の整備、捕獲に関する専門家の育成支援
ICT等を用いた被害軽減に確実に結びつく新技術実証 等

【ソフト対策】１／２以内
※新規地区や鳥獣被害対策実施隊等による取組は、市町村当たり原則200万円までを定額補助

※ICT等を用いた新技術実証等高度な対策への取組は、市町村当たり原則100万円までを定額補助

【ハード対策】１／２以内（条件不利地域 55/100、沖縄2/3以内）
※侵入防止柵の自力施工を行う場合、資材費への定額補助が可能

補助率

事業内容

○ 侵入防止柵の設置費用
○ 捕獲鳥獣を食肉利用するための処理加工施設（高度衛生水準の施設を含む）、焼却施設等
○ 捕獲技術高度化施設（射撃場）

※H25は、別途補正予算で30億円措置（ハード対策に限る）

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

予算額 28 28 23 113 95 95 95

平成２３年度まで →→→→ 平成２４年度以降

助成内容

定額助成

（上限原則２００万円）

新規地区（初動体制
整備）を除き、

補助率原則１／２

鳥獣被害対策協議会(１階部分)を重点的に支援

【定額助成】 【補助率１／２】

鳥獣被害対策実施隊(２階部分)を重点的に支援

【定額助成】

鳥獣被害対策実施隊

隊員は、市町村担当者、対
策への積極的な参加が見込
まれる猟友会員、農業者等

＜被害防止の実践的活動を主導＞

・ 一斉捕獲、一斉追い払い
・ 集落点検見回り
・ 緩衝帯や侵入防止柵の設置等

２
階
部
分

鳥獣被害対策協議会

構成員は、市町村、農業者団体、
猟友会、普及組織 等

＜被害防止のための合議体組織＞

・ 被害防止のための計画策定
・ 地域の取組の合意形成
・ 基本的な被害防止の取組等

１
階
部
分

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策（平成２４年度補正予算）
【平成２４年度補正予算：１２，９３８百万円】

○ 近年の鳥獣被害の深刻化・広域化を踏まえ、従来からの「鳥獣被害防止総合対策交付金」に加えて、平成24年度補正予算において
「鳥獣被害防止緊急捕獲等対策」を措置

○ 各都道府県に協議会を設立して基金を造成し、事業実施主体（地域協議会、市町村等）に対して基金から補助金を交付して、
① 集中的な捕獲活動により野生鳥獣の個体数を抑制する「緊急捕獲活動」（有害捕獲に限る）
② 既存の侵入防止柵の延長や強化など、地域の実情に合わせてきめ細やかに対応する「侵入防止柵の機能向上」
などの集中的かつ効果的な被害対策の取組について支援

【制度の仕組み】

国

事業実施主体（市町村単位）

基金造成

取組支援

(「緊急捕獲等計画」を作成した市町村が対象）

【支援内容】

② 侵入防止柵の機能向上への支援

① 既存の侵入防止柵の延長・かさ上げ、
② 単一獣種対応から多獣種対応へ強化
等の機動的な整備を支援

（捕獲した者への頭数に応じた捕獲活動経費支払いや処理費用を支援）

① 緊急捕獲活動への支援

労賃、捕獲資材費等
相当分

経費支払い※
緊急捕獲等対策基金（都道府県協議会）

事業実施主体：被害防止計画に定める地域協議会、市町村

補助率：定額

事業実施主体：被害防止計画に定める地域協議会、地域協議会
の構成員

補助率：1/2以内（条件不利地域は55/100以内、沖縄は2/3以内）

（自力施行の場合は資材費相当分を定額補助）

※獣種別に上限単価を設定

① 市町村が、被害防止計画等を踏まえて作成
し、地域協議会との協議を経て都道府県に報告

② 捕獲対象鳥獣の種類、対策期間及び対策地
域を定めること

③ 「捕獲計画・目標」「捕獲体制・活動方法」「侵入
防止柵の機能向上整備計画」等を定めること

捕獲計画・目標を達成するのに十分な捕獲体制・活
動方法となっているか必ず精査

④ 毎年度、捕獲実績等の状況を踏まえ、適切に
計画見直し

［緊急捕獲等計画］

獣種
上限単価
（円/頭・羽）

イノシシ、シカ、クマ、サル、カモシカ
（幼獣は除く）

８，０００

その他の獣類 １，０００

鳥類 ２００
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【事業内容（ハード対策）】
【事業実施主体】

地域協議会、地域協議会の構成員

※侵入防止柵を整備する場合は、有害捕獲

及び生息環境整備の両方の対策を実施す

る地域を対象とする

【補助率】

１／２以内（条件不利地域は55/100以内、
沖縄は2/3以内）

※侵入防止柵の自力施工を行う場合に、資

材費相当分の定額補助が可能

○ 近年、野生鳥獣による農作物被害が拡大する中で、鳥獣被害対策の一層の強化を図ることが喫緊
の課題であり、捕獲対策の実効性をより高める取組を支援します。

【鳥獣被害防止総合対策交付金（平成25年度補正） ３，０００百万円】

関係省庁と連携しつつ、捕獲
を中心とした対策の一層強化
を図る

○ 農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー ○ 野生鳥獣被害防止マニュアル

○ 農林水産省が実施する研修等（平成24年度）

○ 農林水産省ホームページ「鳥獣被害対策コーナー」
（http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/index.html）

名 称 作成年月

生態と被害防止対策（基礎編） 平成18年3月

イノシシ、シカ、サル－実践編－ 平成19年3月

鳥類編 平成20年3月

ハクビシン 平成20年3月

イノシシ、シカ、サル、カラス－捕獲編－ 平成21年3月

特定外来生物編 平成22年3月

捕獲獣肉利活用編－シカ、イノシシ－ 平成23年3月

ニホンザル・ニホンジカの総合的な被害対策のすすめ方 平成24年3月

イノシシ被害対策の進め方 平成25年3月

６ 鳥獣被害対策の技術的支援

研修名 時期 研修の趣旨・目的

鳥獣被害防止対策支援研修 ６月
鳥獣被害防止技術と地域における体制整備
手法の習得（普及指導員が対象）

農作物鳥獣被害防止対策研修 11月 鳥獣被害防止に関する知識や技術の修得

地域リーダー 育成研修
10月
12月

鳥獣被害の防止対策を担う人材（地域リー
ダー）の育成（年２回）

利活用技術指導者育成研修
８月,10月
12月,２月

捕獲鳥獣の利活用を推進する人材の育成（年
４回）

対策手法 全国検討会 ２月
イノシシの被害対策の調査実証事例に関する
セミナー及び展示会を開催

登録者数：１５３名（平成２５年７月２３日現在）


